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平成２６年労第６１号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付け、同年○月○日付け及

び同年○月○日付けで請求人に対してした労働者災害補償保険法（昭和２２年法

律第５０号）による休業補償給付の支給に関する処分を取り消すとの裁決を求め

るというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月、Ａ県Ａ市所在のＢ研究所に雇用され、技術開発部、

品質保証部等を経て、平成○年○月からは生産技術部に配属されて、粉体製造設

備において、試作、点検、立会、清掃等の作業に従事していた。 

請求人は、平成○年○月、急性胃炎で受診した医療機関において、両肺にびま

ん性に間質影の増強が認められるとの診断を受けるも、確定診断には至らなかっ

た。その後、Ｃ病院で実施された肺生検で「間質性肺炎」（以下「本件疾病」とい

う。）と診断された。 

請求人は、本件疾病は業務上の事由によるものであるとして、療養補償給付等

を監督署長に請求したところ、監督署長は、本件疾病は請求人が取り扱っていた

コバルト粉等の吸引が原因であるとして、業務上の事由によるものと認め、所定

の保険給付を行ったが、そのうち、休業補償給付（平成○年○月○日から同月○

日までの２８日間、平成○年○月○日から同月○日までの３１日間及び平成○年

○月○日から同月○日までの３０日間）については、通院日以外の日においては

本件疾病による休業の必要性を認めることができないとして、５３日分を支給す

る旨の処分を行った。 

請求人は、これらの処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審



- 2 - 

査官」という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを

棄却したので、請求人は、さらに、この決定を不服として、本件再審査請求に及

んだものである。 

なお、請求人は、本件以外にも、休業補償給付（平成○年○月○日から同年○

月○日までの９６日間、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの６１２日

間、平成○年○月○日から同年○月○日までの１５１日間、平成○年○月○日か

ら同年○月○日までの１５３日間及び平成○年○月○日から平成○年○月○日ま

での９２日間）のうち、通院日以外の日について休業の必要性を認めないとする

処分について、当審査会に再審査請求を行ったが、当審査会は棄却の裁決をして

いる。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、通院日以外の日についても労働することができず、休業する必要

があると認められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、平成○年○月○日から同年○月○日までの間は就労できる状態で

はなかったとして、通院日以外の日についても休業補償給付を支給すべきであ

ると主張している。 

当審査会は、前裁決書において、軽作業であれば就労可能である旨の医証に

基づき、通院日以外の日の休業補償給付の支給は認められない旨の判断を行っ

たところであり、また、決定書理由第２の２の（７）に説示するとおり、休業

を要するほど本件疾病が悪化しているとは認められず、さらに、請求に係る全

期間について、就労は不可能である旨の医証も存在しないことから、通院日以
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外については軽作業に従事することは可能であるとの判断を変更する必要性は

認められないものである。 

（２）また、請求人は、Ｄ医師が上記回答で「平成○年○月より○月までは、気管

支炎の増悪が認められたため、通院日以外にも休業の必要はあったことは否定

できない。しかし、明確に休業日を特定することは困難である。」と述べている

ことについて、審査官が読み間違えをしている旨主張しているが、Ｄ医師は、

平成○年○月より○月までの間において、通院日以外にも気管支炎の増悪によ

り休業の必要があった日があったものの、その日を特定することは困難である

旨述べているものである。この点、休業を要する日を特定することができない

以上、休業補償給付の支給をすることはできないものであり、審査官が読み間

違えをしている旨の請求人の主張は、独自の見解に基づくものであって、認め

られないものである。 

（３）なお、請求人のその余の主張について子細に検討したが、上記判断を左右す

るものは見出すことはできなかった。 

（４）以上のことから、請求に係る平成○年○月○日から同年○月○日までの間に

おいて、通院日以外の日についても労働することができず、休業する必要があ

るとは認められない。 

３ 以上のとおりであるので、監督署長が請求人に対してした休業補償給付の支給

に関する処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


